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第１９２回組合会会議録 

 

 令和２年３月２日千葉市中央区中央港１丁目１３番３号オークラ千葉ホテル２階

「ブリストル」において第１９２回組合会を開催した。 

 

 

組合会の目的である事項 

 

 

報告第 １ 号  監査報告書（施設監査）の提出について 

報告第 ２ 号  監査報告書（上半期監査）の提出について 

報告第 ３ 号  総務大臣が実施した監査の結果と指摘事項に対する改善措置に

ついて 

議案第 １ 号  専決処分（千葉県市町村職員共済組合定款の一部変更）の承認 

を求めることについて 

議案第 ２ 号  専決処分（千葉県市町村職員共済組合財形住宅貸付規則の一部

改正）の承認を求めることについて 

議案第 ３ 号  専決処分（千葉県市町村職員共済組合財形住宅貸付規則の一部

改正）の承認を求めることについて 

議案第 ４ 号  専決処分（千葉県市町村職員共済会館設置規則の一部改正）の 

承認を求めることについて 

議案第 ５ 号  令和元年度変更事業計画及び予算（第１次）について 

議案第 ６ 号  令和２年度事業計画及び予算について 

議案第 ７ 号  千葉県市町村職員共済組合定款の一部変更について 

議案第 ８ 号  千葉県市町村職員共済組合貸付規則の一部改正について 

議案第 ９ 号  千葉県市町村職員共済組合物資供給規則の一部改正について 

議案第 10 号  千葉県市町村職員共済会館設置規則の一部改正について 

 
 

招集年月日   令 和 ２ 年 ３ 月 ２ 日 

議   長   岩  田   利  雄 

 

 

議員の定数は２０名であるが、出席した議員は、次のとおりである。 

市町村長である議員（３名） 

  ７番 岩 田 利 雄 

１５番 小 坂 泰 久 

１９番 太 田   洋 

 

市町村長以外の議員（８名） 

  ２番 松 本 孝 則 

  ４番 村 山 桂 一 

  ６番 関 口   明 

８番 須 藤 和 人 

１０番 岩 崎 利 浩 

 １６番 伊 藤 成 司 

 １８番 須 賀   悟 



- 2 - 

 ２０番 三 浦   進 

 

委任状を提出した議員は、次のとおりである。（９名） 

  １番 星 野 順一郎 

３番 宮 本 泰 介 

５番 熊 谷 俊 人 

  ９番 内 田 悦 嗣 

 １１番 井 崎 義 治 

１２番 林   一 美 

１３番 相 川 勝 重 

１４番 関 谷 昌 宏 

１７番 渡 辺 芳 邦 

 

委任を受けた議員は、次のとおりである。（２名） 

 ２番 松 本 孝 則（委任者２名） 

１９番 太 田   洋（委任者７名） 

 

学識経験監事である佐藤晴邦は、この組合会に出席した。 

 
事務局から出席した職員は、次のとおりである。 
 

事 務 局 長 木 川  稔 

事務局次長兼出納長 多 田 芳 子 

総務課長兼情報管理課長 工 藤  誠 

福 祉 課 長 布 施 幸 一 

保 健 課 長 関  裕 行 

経 理 課 長 伊 藤 篤 史 

年 金 課 長 白 井 貴 弘 

総務課課長補佐兼総務係長 篠 﨑 輝 明 

施設長兼監査室長 五 木 田  雅  之 

施設管理課長兼施設管理係長  福 井 計 成 

施設管理課付課長補佐 植 松 一 彦 

施設管理課付課長補佐 別 部 光 洋 

 

 

開 会 （時刻１３時００分） 

 

事務局長  事務局長の木川でございます。公務ご多忙のところ、ご出席を賜りま

して、誠にありがとうございます。定刻となりましたので組合会を開催

させていただきます。開会に先立ちまして、本日の定足数を発表させて

いただきます。本日、出席いただきました市町村長側議員３名、委任状

を提出されました市町村長側議員は７名、合計１０名でございます。職

員側議員につきましては、８名ご出席いただいており、委任状を提出さ

れました職員側議員は２名、合計１０名でございます。したがいまし
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て、地方公務員等共済組合法施行令第１１条の規定によります、定足数

に達しておりますので、ただいまから、議事日程にしたがいまして、第

１９２回組合会を開催いたします。 

      開会にあたりまして、議長からごあいさつをお願いして、その後の進

行もよろしくお願いいたします。 

 

議  長  組合会の開会にあたりまして、ごあいさつを申し上げます。本日ここ

に、第１９２回組合会を開催いたしましたところ、議員各位におかれま

しては、公務ご多忙の折、ご出席を賜り、厚くお礼申し上げます。ま

た、平素から共済組合の事業運営につきまして、特段のご理解と、ご協

力を賜り、重ねてお礼申し上げる次第でございます。 

さて、本日、上程いたします主な議案は、令和元年度変更事業計画及

び予算、及び令和２年度事業計画及び予算、並びに予算に関連する諸規

則等の一部改正につきまして、ご審議を賜るものでございます。 

令和２年度の事業計画及び予算の策定にあたりましては、総務省から

示されます、「地方公務員共済組合の事業運営について」及び「予算編

成関係資料」に基づき、編成作業を行ったものでございます。それで

は、令和２年度事業計画及び予算の概要を申し上げます。まず、組合員

数の状況でございますが、令和２年度末の組合員数は５万６，３７７人

で、会計年度任用職員制度の導入に伴い、昨年度より４３４人の増加を

見込むものでございます。次に、短期経理でございますが、令和２年度

の短期給付財源率につきましては、前期高齢者納付金などの費用の増加

により損失金が生じるものですが、短期積立金の状況を鑑み、令和元年

度と同率の千分の８４．０に据え置くものでございます。また、介護保

険でございますが、令和２年度において、介護納付金が増加することか

ら、千分の１．９６引き上げ、千分の１６．１２とするものでございま

す。 

次に、保健経理でございますが、財源率につきましては、現行の率と

した場合において、積立金が一定額以上維持できる見込みであることか

ら、千分の４．４０に据え置くものでございます。事業内容につきまし

ては、人間ドック等の助成金の引き上げ、特定健康診査及び特定保健指

導の的確な実行や受診勧奨通知など、保健事業の根幹であります疾病予

防事業の充実を図っていくものでございます。 

次に、宿泊経理でございますが、オークラ千葉ホテルにつきまして

は、東京オリンピックという国を挙げての一大イベントの賑わいの波に

乗り、魅力ある企画を提供して、利用客の増加と収益の拡大に努めるも

のでございます。黒潮荘につきましては、リニューアルオープン後３年

目を迎え、癒し、寛ぎの時間を提供する施設として、館内イベントの充

実、スタッフの更なるスキルアップを図り、独立採算を原則とした健全

な事業運営に努めるものでございます。 

次に、貯金経理でございますが、共済貯金の支払利率につきまして

は、金融市場の長引く金利の低迷による運用利回りの低下により、０．

２パーセント引き下げ、１．９パーセントとするものでございます。引

き続き、有価証券を中心に、安全有利で効率な運用に努めてまいりま

す。次に、物資経理でございますが、資金の借入先を貯金経理から退職

等年金預託金管理経理へ変更することに伴い、手数料率の引き下げを図
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るものでございます。各事業経理の詳細につきましては、事務局から説

明をいたさせます。また、その他の議案につきましても、事務局から説

明をいたさせますので、充分なるご審議を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

なお、職員側議員の皆さまにおかれましては、去る２月１３日から１

９日までの間、各地区において、地区別共済制度研修会を開催し、組合

員への予算の周知、意見、要望等の集約にご尽力をいただきました。感

謝を申し上げ、議長のあいさつとさせていただきます。よろしくお願い

を申し上げます。 

 

議  長  それでは議事日程の決定を議題といたします。お諮りをいたします。

議事日程は本日１日といたしたいと存じます。これにご異議ございませ

んか。 
 

〔 「異議なし」の声あり 〕 

 

議  長  ご異議ないものと認め、本日の会議を１日と決定いたします。 

 

議  長  次に会議録署名議員の選挙についてお諮りをいたします。会議録署名

議員の選挙は議長において指名することでご異議ございませんか。 

 

〔 「異議なし」の声あり 〕 

 

議  長  ご異議ないものと認め、会議録署名議員に長側１９番太田洋議員、職

員側８番須藤和人議員の両名を指名いたします。 

 

議  長  議案の提案の前に報告事項がございます。監査報告書が２件提出され

ておりますので、報告第１号及び報告第２号を一括して監事から報告を

求めます。佐藤学識経験監事。 

 

学識経験監事  それでは、お手元に配付をされています報告第１号、監査報告書をご 

覧いただきたいと思います。それでは読み上げて報告に代えさせていた

だきます。監査報告書、監査年月日、令和元年１０月３日から令和元年１

０月４日まで。監査の対象となった期間、平成３１年４月１日から令和元

年８月３１日まで。監査事項、那須の森ヴィレッジの施設及び運営状況に

ついて。監査の結果の概況及び意見、施設の運営及び経理面は法令の定め

るところにより適正に行われており、利用促進、収益性の向上に努め、繰

り入れのあり方については適正であることが認められました。引き続き

サービスの向上と利用促進、適正な事業執行と健全な財政運営に努めて

ください。出納職員に対して直接注意した事項、なし。その他必要な事項、

なし。地方公務員等共済組合法第１２条第３項及び千葉県市町村職員共

済組合定款第４６条の規定に基づき、監査した結果を同定款第４９条の

規定により、上記のとおり報告します。令和２年３月２日、監事、相川勝

重、監事、関口明、監事、佐藤晴邦。報告第１号は以上でございます。 

   次に、報告第２号をご覧いただきたいと思います。監査報告書、監査年

月日、令和元年１１月１３日。監査の対象となった期間、平成３１年４月
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１日から令和元年９月３０日まで。監査事項、組合の業務及び財産の状

況について。監査の結果の概況及び意見、組合の業務は法令の定めると

ころにより適正に執行され、会計経理も正確に処理され、証拠書類につ

いても良好に整理されていることが認められました。なお、特定健康診

査及び特定保健指導の利用促進を図り、組合員の生活習慣病の早期発見

とその予防に努めてください。出納職員に対して直接注意した事項、な

し。その他必要な事項、引き続き適正な事業執行と健全な財政運営に努

めてください。地方公務員等共済組合法第１２条第３項及び千葉県市町

村職員共済組合定款第４６条の規定に基づき、監査した結果を同定款第

４９条の規定により、上記のとおり報告します。令和２年３月２日、監事、

関口明、監事、佐藤晴邦。以上でございます。 

 

議  長  ただ今、監査報告書につきまして報告がありました。ご質疑等ござい

ましたらお願いをいたします。 

 

〔 「なし」の声あり 〕 

 

議  長  それでは、ご質疑ないようでございますので、監査の報告を終結いた

します。 

 

議  長  次に、報告第３号、総務大臣が実施した監査の結果と指摘事項に対す

る改善措置について、事務局から報告を求めます。五木田監査室長。 

 

監査室長  はい。 

 

議  長  はい、室長。 

 

監査室長  監査室長の五木田でございます。私からは報告第３号、総務大臣が実

施した監査の結果と指摘事項に対する改善措置についてご報告をさせて

いただきます。 

   資料１ページの監査の結果についてをご覧いただきたいと存じます。

総務大臣監査につきましては、冒頭に記載のとおり、令和元年７月２日

に執行いただき、その結果について令和元年８月２９日付で通知があっ

たものでございます。文書での指摘事項につきましては、このページに

記載のとおり、まず１点目ですが、全職員を対象に人事評価を実施し、給

与、処遇等への反映を積極的に推進すること。２点目が、特定健康診査及

び特定保健指導の実施率の向上に努めること。３点目が、オークラ千葉

ホテルについて、保健経理からの繰入金に頼ることのない独立採算によ

る運営を目指し努力すること、でございました。 

続きまして、資料の３ページをご覧いただきたいと存じます。こちらの

ページから４ページにかけて監査当日における講評事項として口頭にて

指摘された事項でございます。なお、今回の監査で新たに指摘を受けた

事項はございませんでした。 

   続きまして、監査の指摘事項に対する措置状況についてでございます

が、令和元年１１月２５日付で資料の６ページから１５ページのとおり

報告いたしまして、受理されたものでございます。なお、今回の監査に係
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る部分は、６ページと７ページになります。それでは資料の６ページを

ご覧いただきたいと存じます。本日は左から２番目にあります、指摘方

法のイ、口頭及び文書での指摘事項を中心に報告させていただきます。 

      まず、上から２番目になります。１総則的事項につきましては、先ほど

申し上げました、全職員を対象に人事評価を実施し、推進していくこと

でございます。１番右側が指摘事項に対する措置状況になりますが、現

在、こちらの項目につきましては、労働組合と協議をしている状況でご

ざいます。 

      続きまして、その下の２短期、保健経理に関する事項でございます。特

定健康診査及び特定保健指導の実施率の向上に努めること、でございま

すが、1番右側の措置状況の 1番下になります。令和２年度からＩＣＴを

活用した特定保健指導の実施を行うものでございます。 

      続きまして、資料の７ページの１番上でございます。６宿泊経理に関

する事項でございますが、オークラ千葉ホテルについて、独立採算によ

る運営を目指し努力することでございますが、措置状況につきまして、

１番上でございますが、オークラ千葉ホテル内に立ち上げた独立採算委

員会にて協議とありますが、こちらは既に平成３０年６月から協議を行

い、毎月１回開催しているものでございます。 

      最後になりますが、１１会計一般に関する事項でございます。こちら

の指摘方法はアの口頭のみとなりますが、３行目になりますけれども、

支出確認書類の基準を定めるとともに各部署へ周知することにつきまし

ては、支出確認書類についての基準の検討を行うと回答した中で、こち

らの基準につきましては、先般、基準を制定いたしまして、令和２年４月

から実施をするものでございます。 

      報告第３号につきましては、以上でございます。 

 

議  長  ただいま、報告第３号につきまして報告がありました。ご質疑等ござ

いましたらお願いをいたします。 

 

〔 「なし」の声あり 〕 

 

議  長  それでは、ご質疑ないようでございますので、報告第３号の報告を終

結いたします。 

 

議  長  これより議案の上程を行います。議案第１号から議案第４号までは諸

規則の一部改正の専決処分を求めるものでございます。一括議題といた

したいと存じます。これにご異議ございませんか。 

 

〔 「異議なし」の声あり 〕 

 

議  長  ご異議ないものと認め、議案第１号から議案第４号までを一括議題と

いたします。順次事務局から説明を求めます。工藤総務課長。 

 

総務課長  はい。 

 

議  長  はい、課長。 
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総務課長  総務課長の工藤でございます。よろしくお願いいたします。それでは、

議案第１号をご覧いただきたいと思います。専決処分、千葉県市町村職

員共済組合定款の一部変更の承認を求めることについて上程をさせてい

ただきます。このことについて、組合会を招集する暇がなく、臨時急施を

要するものと認め、地方公務員等共済組合法第１０条第２項の規定によ

りまして、令和元年９月１０日別紙のとおり専決処分しましたので、同

条第３項の規定により承認を求めるものでございます。 

では、こちらの資料を２枚おめくりいただきまして、要綱書をご覧下さ

い。千葉県市町村職員共済組合定款の一部を変更する要綱書によりまし

て、ご説明をさせていただきます。まず、第１の変更の目的でございます。

所属所の設置及び解散に伴い、所要の変更を行うことを目的とするもの

でございます。 

第２、変更する事項でございます。１、令和元年８月３１日をもって香

取市東庄町病院組合が解散したこと並びに令和元年９月１日をもって香

取市病院事業が設置されたことに伴い、第９条第３項に規定する市町村

長以外の組合員が選挙する議員の選挙区の表の一部を変更するものでご

ざいます。第９条第３項関係でございます。２、前項の変更に伴い、第３

２条第１項に規定する組合員の範囲を定めた別表の一部を変更するもの

でございます。 

第３、施行期日、この変更は、公告の日から施行し、変更後の千葉県市

町村職員共済組合定款の規定は、令和元年９月１日から適用するもので

ございます。 

続きまして、議案第２号から議案第４号につきましては、福祉課長の布

施よりご説明申し上げます。 

 

福祉課長  福祉課長の布施でございます。よろしくお願いいたします。それでは、

議案第２号をご覧いただきたいと思います。議案第２号、専決処分、千葉

県市町村職員共済組合財形住宅貸付規則の一部改正の承認を求めること

について上程をさせていただきます。このことについて、組合会を招集

する暇がなく、臨時急施を要するものと認め、地方公務員等共済組合法

第１０条第２項の規定により、令和元年７月１７日、別紙のとおり専決

処分したので、同条第３項の規定により承認を求めるものでございます。 

それでは、２枚資料をおめくりください。要綱書をもちましてご説明さ

せていただきます。千葉県市町村職員共済組合財形住宅貸付規則の一部

を改正する要綱書、第１、改正の目的でございます。千葉県市町村職員共

済組合財形住宅貸付規則第１５条第２項の規定について条文の整備を図

ることを目的とするものでございます。 

第２、改正する事項でございます。第１５条第２項中「前条第２項」を

「前条第５項」に改めるものでございます。第１５条関係でございます。 

第３、施行期日でございます。この規則は、公告の日から施行し、平成

３１年４月１日から適用するものでございます。 

続きまして、議案第３号をご覧下さい。議案第３号、専決処分、千葉県

市町村職員共済組合財形住宅貸付規則の一部改正の承認を求めることに

ついて上程させていただきます。このことについて、組合会を招集する

暇がなく、臨時急施を要するものと認め、地方公務員等共済組合法第１
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０条第２項の規定により、令和元年７月１７日に別紙のとおり専決処分

したので、同条第３項の規定により承認を求めるものでございます。 

それでは、２枚資料をおめくりください。要綱書をもちましてご説明さ

せていただきます。千葉県市町村職員共済組合財形住宅貸付規則の一部

を改正する要綱書、第１、改正の目的でございます。千葉県市町村職員共

済組合財形住宅貸付規則第１２条の規定に基づく貸付保険の適用に係る

個人情報の第三者提供について、個人情報保護に関する規定に基づき、

本人同意が必要であるため所要の改正を行うことを目的とするものでご

ざいます。 

第２、改正する事項でございます。借用証書様式について、借用証書記

載の債権を保全するため、新たに、「第三者提供の本人同意」事項を加え

るもののほか、文言等の整備を図るものでございます。様式第３号関係

でございます。 

第３、施行期日でございます。この規則は、公告の日から施行し、平成

３１年４月１日から適用するものでございます。 

続きまして、議案第４号をご覧下さい。議案第４号、専決処分、千葉県

市町村職員共済会館設置規則の一部改正の承認を求めることについて上

程させていただきます。このことについて、組合会を招集する暇がなく、

臨時急施を要するものと認め、地方公務員等共済組合法第１０条第２項

の規定により、令和元年９月１０日に別紙のとおり専決処分したので、

同条第３項の規定により承認を求めるものでございます。 

それでは、２枚資料をおめくりください。要綱書をもちまして説明させ

ていただきます。千葉県市町村職員共済会館設置規則の一部を改正する

要綱書、第１、改正の目的でございます。消費税率が引き上げられること

に伴い、保健施設の料金の一部について、改正することを目的とするも

のでございます。 

第２、改正する事項でございます。保健施設の料金について、消費税率

改定に伴い関連する利用料の一部を改定するものでございます。別表関

係でございます。 

第３、施行期日でございます。この規則は、令和元年１０月１日から施

行するものでございます。 

以上、議案第１号から議案第４号の説明となります。よろしくお願い申

し上げます。 

 

議  長  ただいま、議案第１号から議案第４号までの説明がなされました。こ

れより、質疑をお受けしたいと存じます。議案に対する質疑はございま

せんか。 

 

〔 「なし」の声あり 〕 

 

議  長  以上で質疑を終結いたします。 

これより採決をいたします。議案第１号、専決処分、千葉県市町村職員

共済組合定款の一部変更の承認を求めることについて、議案第２号、専

決処分、千葉県市町村職員共済組合財形住宅貸付規則の一部改正の承認

を求めることについて、議案第３号、専決処分、千葉県市町村職員共済組

合財形住宅貸付規則の一部改正の承認を求めることについて、議案第４
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号、専決処分、千葉県市町村職員共済会館設置規則の一部改正の承認を

求めることについて、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を

求めます。 

 

〔 全員挙手 〕 

 

議  長  挙手、全員であります。よって、議案第１号から議案第４号までは、原

案のとおり可決されました。 

 

議  長  次に、議案第５号、令和元年度変更事業計画及び予算（第１次）を議題

といたします。事務局から説明を求めます。工藤総務課長。 

 

総務課長  はい。 

 

議  長  はい。課長。 

 

総務課長  それでは、議案第５号、令和元年度変更事業計画及び予算（第１次）

について上程をさせていただきます。議案第５号をご覧ください。令和

元年度変更事業計画及び予算（第１次）を別冊のように定めるものとす

るということで、１枚おめくりいただきますと、令和元年度変更事業計

画及び予算（第１次）の予算書がございます。こちらの予算書につきま

しては、昨年１２月末日の実績に基づき、収支の変更を行ったものでご

ざいます。表紙を１枚おめくりいただきますと、緑色の紙で元年度事業

計画変更の概況がございます。本日はこの概況を用いまして収支予定等

の変更についてご説明をさせていただきます。 

   それでは概況の１ページをご覧ください。まず、短期経理からでござ

います。１の短期貸付金の変更についてでございます。変更後、貸付経

理への貸付金につきましては、５６万円となる見込みでございます。こ

ちらは高額医療貸付、出産貸付の資金となるものでございます。２の収

支予定の変更についてでございます。下の変更後の欄にありますとお

り、収入合計で３７５億３３６万３，０００円を、支出合計で３７０億

７，４３６万５，０００円をそれぞれ見込みまして、収支差し引きいた

しますと、４億２，８９９万８，０００円の当期利益金が生じる見込み

となるものでございます。 

      ２の厚生年金保険経理でございます。収支予定の変更についてでござ

いますが、変更後につきましては、収入合計で８０６億３，５４８万

６，０００円を見込むものでございます。支出につきましては、負担金

払込金、組合員保険料払込金として、収入額と同額を全国市町村職員共

済組合連合会に払い込むものでございます。 

      ３の退職等年金経理でございます。収支予定の変更についてでござい

ますが、変更後につきましては、収入合計で５１億３，９２１万３，０

００円を見込むものでございます。支出につきましては負担金払込金、

掛金払込金として、こちらも収入額と同額を全国市町村職員共済組合連

合会へ払い込むものでございます。 

      それでは、概況２ページにお進みください。４の経過的長期経理でご

ざいます。収支予定の変更についてでございますが、変更後につきまし
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ては、こちら収入は負担金のみとなっており、３億７，２９４万８，０

００円を見込むものでございます。支出につきましては、負担金払込金

として収入額と同額を、こちらも全国市町村職員共済組合連合会へ払い

込むものでございます。 

      ５の退職等年金預託金管理経理でございます。１の長期貸付金の変更

についてでございます。変更後、貸付経理への貸付金につきましては、

６９億４，５９４万円となる見込みでございます。２の収支予定の変更

についてでございます。変更後につきましては、こちら収入は、利息及

び配当金のみでございますが、７，０１７万３，０００円を見込むもの

でございます。支出につきましては、支払利息として、こちらも収入額

と同額を、全国市町村職員共済組合連合会へ払い込むものでございま

す。３の資産の構成割合の変更についてでございます。変更後の合計欄

をご覧ください。９３億３，５５９万８，０００円となる見込みでござ

います。 

   ６の経過的長期預託金管理経理でございます。１の収支予定の変更に

ついてでございますが、変更後につきましては、収入合計で５５３万８

千円を見込むものでございます。支出につきましては支払い利息のみ

で、こちらも収入額と同額を全国市町村職員共済組合連合会へ払い込む

ものでございます。２の長期貸付金、収支予定及び資産の構成割合につ

いては、変更しないものとするものでございます。 

      次に、７の業務経理でございます。収支予定の変更について(４)をご

覧ください。変更後につきましては、収入合計で９億９００万５，００

０円を、支出合計で９億９，５０８万６，０００円をそれぞれ見込みま

して、収支差し引きいたしますと、８，６０８万１，０００円の当期損

失金が生じる見込みとなるものでございます。 

   ８の保健経理でございます。収支予定の変更につきまして(６)をご覧

ください。こちら概況３ページでございます。変更後でございます。収

入合計といたしまして、１５億５，２８１万６，０００円を、支出合計

といたしまして、１４億３，８７１万８，０００円をそれぞれ見込みま

して、収支差し引きいたしますと、１億１，４０９万８，０００円の当

期利益金が生じる見込みとなるものでございます。 

   ９の保健経理第２でございます。収支予定の変更について(４)をご覧

ください。変更後につきましては、収入合計で１億７９５万１，０００

円を、支出合計で１億５，２５７万８，０００円をそれぞれ見込みまし

て、収支差し引きいたしますと、４，４６２万７，０００円の当期損失

金が生じる見込みとなるものでございます。 

   １０の保健経理第３でございます。収支予定の変更について、変更後

でございますが、収入合計で４，６９７万４，０００円を、支出合計で

４，１３２万６，０００円をそれぞれ見込みまして、収支差し引きいた

しますと、５６４万８，０００円の当期利益金が生じる見込みとなるも

のでございます。 

   １１の宿泊経理でございます。収支予定変更につきまして(５)をご覧

ください。こちらは概況の３ページから４ページに記載させていただい

ております。収入合計で１８億５７万９，０００円を、４ページとなり

ます。支出合計で１９億５，１５８万円をそれぞれ見込みまして、収支

差し引きいたしますと、１億５，１００万１，０００円の当期損失金が
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生じる見込みとなるものでございます。 

   １２の貯金経理でございます。まず、１の長期貸付金の変更について

でございます。変更後、物資経理への貸付金につきましては、１８億

４，６５６万円となる見込みでございます。２の収支予定の変更につき

まして(４)をご覧ください。変更後でございますが、収入合計で７２億

９９９万５，０００円を、支出合計で６６億４，２７８万８，０００円

をそれぞれ見込みまして、収支差し引きいたしますと、５億６，７２０

万７，０００円の当期利益金が生じる見込みとなるものでございます。 

   １３の貸付経理でございます。まず、１の借入金の変更についてでご

ざいますが、こちらにつきましては、先ほど短期経理及び退職等年金預

託金管理経理の中でご説明させていただきましたので、恐れ入ります、

省略をさせていただきます。２の収支予定の変更につきまして(４)をご

覧ください。変更後でございますが、収入合計で１億２，５５３万６，

０００円を、支出合計で１億２，６３４万４，０００円をそれぞれ見込

みまして、収支差し引きいたしますと、８０万８，０００円の当期損失

金が生じる見込みとなるものでございます。 

   概況５ページにお進みいただきまして、１４の物資経理でございま

す。１の借入金の変更についてでございます。こちらにつきましても、

先ほど貯金経理の中でご説明させていただいております。恐れ入りま

す、省略をさせていただきます。２の収支予定の変更についてでござい

ます。(４)をご覧ください。変更後につきましては、収入合計で５億

４，４８３万３，０００円を、支出合計で５億４，６１６万７，０００

円をそれぞれ見込みまして、収支差し引きいたしますと、１３３万４，

０００円の当期損失金が生じる見込みとなるものでございます。 

   １５の財形経理でございます。まず、１の借入金の変更についてでご

ざいます。変更後、全国市町村職員共済組合連合会からの長期借入金に

つきましては、４，２５１万１，０００円となる見込みでございます。

２の収支予定の変更についてでございます。変更後につきましては、収

入合計で２５万５，０００円を、支出合計で２５万５，０００円をそれ

ぞれ見込むものでございまして、当初、当期利益金１，０００円を見込

んでおりましたが、収支同額となる見込みでございます。 

   以上をもちまして、令和元年度変更事業計画及び予算（第１次）の説

明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

議 長   ただいま、議案第５号、令和元年度変更事業計画及び予算（第１次）

についての説明がなされました。これより、質疑をお受けしたいと存じ

ます。議案に対する、質疑はございませんか。 

 

〔 「なし」の声あり 〕 

 

議  長  以上で質疑を終結いたします。これより、採決をいたします。議案第５

号、令和元年度変更事業計画及び予算（第１次）について、原案のとおり、

可決することに賛成の諸君の挙手を求めます 

 

〔 全員挙手 〕 
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議  長  挙手、全員であります。よって、議案第５号は、原案のとおり可決され

ました。 

 

議  長  次に、議案第６号、令和２年度事業計画及び予算を議題といたします。

事務局から説明を求めます。工藤総務課長。 

 

総務課長  はい。 

 

議  長  はい、課長。 

 

総務課長  それでは続きまして、議案第６号、令和２年度事業計画及び予算を上

程させていただきます。議案第６号をご覧ください。令和２年度事業計

画及び予算を別冊のように定めるものとするということで、１枚おめく

りいただきますと、令和２年度予算書がございます。こちらもまた、表紙

をおめくりいただきますと、緑色の紙で２年度事業計画の概況がござい

ます。本日の説明につきましては、この概況を用いまして説明させてい

ただきます。 

      それでは概況の１ページをご覧ください。まず、１の総括でございま

す。(１)地方公共団体の数でございます。合計で１０１団体ということ

で、前年度と変更がないものでございます。(２)の組合員数でございま

す。令和２年度末推計の合計欄をご覧ください。５万６，３７７人を見込

みまして、前年度と比較いたしますと、４３４人増加する見込みとなる

ものでございます。(３)標準報酬の月額および平均標準報酬の月額でご

ざいます。こちらも令和２年度末推計合計欄をご覧ください。上段につ

きましては、長期に係る標準報酬の月額、下段につきましては、短期に係

る標準報酬の月額でございます。かっこ内の数字につきましては、１人

当たりの平均標準報酬の月額となっております。かっこ内の数字をご覧

いただきますと、まず、長期の平均標準報酬の月額につきましては、４０

万９０７円となる見込みでございまして、前年度に比べますと、１，０５

９円減となる見込みでございます。その下の短期の平均標準報酬の月額

につきましては、４０万７，８８３円となる見込みでございまして、前年

度と比較いたしますと、１，７９２円の減となる見込みでございます。そ

れでは、概況の２ページにお移りください。２ページ中ほど(５)被扶養

者数になります。令和２年度末推計の合計欄をご覧いただきますと、４

万３，９５６人となる見込みでございます。前年度と比べますと、２６０

人の減少を見込んでいるところでございます。 

      それでは、概況の３ページにお移りいただきまして、２の短期経理で

ございます。まず、(１)標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金、

負担金との割合、短期給付の財源率でございます。令和２年度、掛金、負

担金、合計いたしまして、８４．０パーミルとするものであり、前年度と

同率、据え置きとするものでございます。次に(２)介護保険の財源率で

ございます。令和２年度、掛金、負担金、合計いたしまして、１６．１２

パーミルとさせていただくものであり、前年度と比べますと、１．９６パ

ーミル引き上げとさせていただくものでございます。次に(４)給付の実

績及び推計でございます。令和２年度末推計の合計欄をご覧下さい。こ

ちら、法定給付、附加給付、一部負担金払戻金、これらの合計といたしま
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して、年度末では１５３億１，３７４万６，０００円を見込むものでござ

います。(５)の拠出金等の実績及び推計でございます。こちらも令和２

年度末推計の中ほどにあります合計欄をご覧下さい。前期高齢者納付金

から退職者給付拠出金までの合計欄がございます。こちらにつきまして

は、短期の標準報酬総額との割合で、いわゆる特定保険料率ということ

で、その割合につきましては、４２．７８パーミルとなるものでございま

す。 

      それでは、概況の４ページにお移りください。(６)資金計画でござい

ます。こちら、表の左側が損益計算となっております。令和２年度収支差

し引きいたしますと、損益計算、一番下の差引本年度損失金の欄にあり

ますとおり、６億８，０１４万９，０００円の損失金が生じる見込みでご

ざいます。その右の、次年度繰越利益剰余金につきましては、４２億３，

２９６万７，０００円になる見込みでございます。 

      次に、３の厚生年金保険経理でございます。まず(１)の財源率でござ

います。令和２年度欄をご覧下さい。組合員保険料、負担金、合計いたし

まして、１８３パーミルということで、前年度同率であるものでござい

ます。概況５ページにお移りいただきまして、(４)資金計画でございま

す。左側、損益計算でございます。収入合計いたしまして、８１３億７，

９３６万９，０００円を見込んでおります。支出につきましては、負担金

払込金、組合員保険料払込金として、収入額と同額を全国市町村職員共

済組合連合会へ払い込むものでございます。 

      ４の退職等年金経理でございます。まず(１)財源率でございます。令

和２年度、掛金、負担金、合計いたしまして、１５パーミルということで、

前年度と同率、変更がないものでございます。(２)資金計画でございま

す。左側、損益計算ございますが、収入合計いたしまして、５１億６，９

５０万４，０００円を見込んでいるところでございます。支出につきま

しては、負担金払込金、掛金払込金として、こちらも収入額と同額を全国

市町村職員共済組合連合会へ払い込むものでございます。 

      ５の経過的長期経理でございます。概況の５ページから６ページにわ

たり掲載をさせていただいております。６ページにお移りいただきまし

て、(１)財源率でございます。令和２年度、０．１０３３パーミルという

ことで、前年度と比較いたしますと、０．００６５パーミル引き下げとな

るものでございます。次に(３)資金計画でございます。左側、損益計算で

ございますが、収入につきましては、負担金のみでございまして、３億４，

９２７万３，０００円となるものでございます。支出につきましては、負

担金払込金として、こちらも収入額と同額を全国市町村職員共済組合連

合会へ払い込むものでございます。 

      次に、６の退職等年金預託金管理経理でございます。まず、（１）の資

金計画でございます。こちら、左側、損益計算、収入でございますが、利

息及び配当金のみで、８，４２８万５，０００円を見込んでいるところで

ございます。支出につきましては、支払利息として、収入額と同額を全国

市町村職員共済組合連合会へ払い込むものでございます。（２）の資産の

構成割合でございます。令和２年度、貸付経理への貸し付けでございま

すが、令和２年度末、２段目の欄にございますとおり、５７億３，２９４

万円を見込んでいるところでございます。また、令和２年度、新たに物資

経理への貸し付けも行うこととなり、令和２年度末、３段目の欄にござ
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いますとおり、１８億１，２３６万円を見込んでいるところでございま

す。 

      次に、７の経過的長期預託金管理経理でございます。概況６ページか

ら７ページにわたりまして掲載させていただいております。こちらの経

理につきましては、令和元年７月をもちまして、貸付経理への貸し付け

が退職等年金預託金管理経理へ移行し終了したものでございます。令和

２年度につきましては、地方公共団体が行政目的のため発行する債券の

私募引き受けでございます縁故地方債引き受けのみを行うものでござい

ます。また、予算策定時に予定のない場合には、計上しないものとしてお

り、ご欄のような記載とさせていただいたものです。 

      次に、８の業務経理でございます。まず(１)事務費の額、１人当たりの

事務費の額でございます。①の短期・厚生年金保険及び経過的長期分で

ございます。令和２年度の事務費につきましてはご覧のとおり、１万１，

８００円となるものでございます。前年度と比較いたしますと、４２６

円引き下げとなるものでございます。②の退職等年金給付分でございま

す。令和２年度、４４２円となりまして、前年度と比べますと、８９円引

き下げとなるものでございます。次に(２)資金計画でございます。左側、

損益計算、一番下でございます。業務経理収支差し引きいたしますと、１

億３，５４１万７，０００円の損失金を見込みまして、その右の、次年度

繰越利益剰余金につきましては、１１億１，４７７万１，０００円となる

見込みでございます。 

      続きまして、９の保健経理でございます。(１)財源率でございます。令

和２年度、掛金、負担金、合計いたしまして、４．４パーミルということ

で、前年度と同率、据え置きとさせていただくものでございます。概況８

ページにお移りください。(２)事業の種類でございます。こちらの変更

点でございますが、短期人間ドック、脳ドック、婦人科検診助成金の限度

額につきまして、引き上げをさせていただくものでございます。概況９

ページにお移りいただきます。(３)資金計画でございます。こちらも左

側、損益計算一番下の欄をご覧いただきます。収支差し引きいたします

と、２，７８５万円の利益金が生じる見込みでございまして、その右の、

次年度繰越利益剰余金につきましては、２１億３，１１４万９，０００円

となる見込みでございます。 

      次に、１０の保健経理第２でございます。 (３)施設の利用状況及び利

用料金でございます。まず、イの利用状況でございます。那須の森ヴィレ

ッジ、年間の利用予定者数につきましては、７，６９１人を見込んでおり

ます。利用率につきましては、６０．００パーセントを見込んでいるとこ

ろでございます。なお、その下の注意書きでございます。令和２年度の開

設期間につきましては、令和２年４月１０日から１１月２４日までとさ

せていただくものでございます。その下、ロの利用料金につきましては、

前年度と変更がないものでございます。次に、概況の１０ページにお移

りください。(４)資金計画でございます。左側、損益計算一番下の欄をご

覧ください。収支差し引きいたしますと、４，１８４万１，０００円の損

失金を見込んでおります。その右の、次年度繰越利益剰余金につきまし

ては、４億３，２６０万９，０００円となる見込みでございます。 

      次に、１１の保健経理第３でございます。(３) 施設の利用状況及び利

用料金をご覧ください。まず、イの利用状況でございます。温浴施設ス
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パ・スカイビューでございます。年間利用者数、２万９，３６８人を見込

んでいるところでございます。その下、ロの利用料金につきましては、保

健施設の安定運営に資するため、組合員及びその家族である者を除くオ

ークラクラブ会員につきまして、引き上げさせていただくものでござい

ます。次に、(４)資金計画でございます。概況１０ページから１１ページ

にわたり掲載させていただいております。左側、損益計算の一番下の欄

をご覧いただきますと、収支差し引きいたしまして、８５６万円の利益

金を見込みまして、その右の、次年度繰越利益剰余金につきましては、６，

４９６万８，０００円となる見込みでございます。 

      次に、１２の宿泊経理でございます。(２)施設の現況からでございま

す。まず、利用率でございます。オークラ千葉ホテルにつきましては、７

７．９パーセント、黒潮荘については５４．０パーセントをそれぞれ見込

んでいるところでございます。その右の、利用料金につきましては、宿泊

料、食事料、両施設共に前年度と変更がないものでございます。続きまし

て、概況の１２ページをご覧ください。(４)資金計画でございます。左

側、損益計算の一番下の欄をご覧いただきますと、収支差し引きいたし

まして、６，２２３万円の損失金を見込むものでございます。その右の、

次年度繰越剰余金につきましては、２４億７，３９８万９，０００円を見

込むものでございます。 

      １３の貯金経理でございます。(１)貯金の種類、支払利率及び現況で

ございます。こちら、表、中ほどにございます令和２年度末見込みの中の

一番下、支払利率の欄をご覧ください。令和２年度支払利率１．９パーセ

ントということで、前年度比較、０．２パーセント引き下げさせていただ

くものでございます。超低金利が続いていることによります、運用利回

りの低下によるものでございます。(２)資金計画でございます。損益計

算の一番下でございます。収支差し引きいたしますと、２億４，０６６万

７，０００円の利益金を見込むものでございます。その右の、次年度繰越

剰余金につきましては、５８６億８，２４４万円となる見込みでござい

ます。続きまして、概況の１３ページにお移りください。(４)予定運用利

回りでございます。こちら、計算結果にありますとおり、１．６５８４８

８パーセントということで、貯金の支払利率より下回るものでございま

す。 

      次に、１４の貸付経理でございます。(２)貸付金の現況及び貸付利率

でございます。まずロの貸付条件をご覧ください。こちらにつきまして

は、表に記載させていただいておりますとおり、普通貸付から特別貸付

における、貸付利率につきましては、ご覧のとおりとなっているもので

ございまして、令和２年度におきましてもこの利率が適用となる見込み

でございます。それでは概況１４ページにお移りいただけますでしょう

か。貸付経理(４)資金計画でございます。左側、損益計算でございます。

一番下の欄をご覧いただきますと、収支差し引きいたしますと、７３２

万６，０００円の損失金を見込んでございます。その右の、次年度繰越剰

余金につきましては、２５億１，０９６万９，０００円となる見込みでご

ざいます。 

      続きまして、１５の物資経理でございます。(１)運転資金の状況及び

販売品目、月賦期間及び平均利潤率でございます。イの運転資金の状況

をご覧ください。資金の内容欄一番上、二番目でございますが、資金の借
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入先を貯金経理から退職等年金預託金管理経理へ変更するものでござい

ます。ロの販売品目、月賦期間及び平均利潤率をご覧ください。中ほど、

手数料率の欄がございます。令和２年度におきまして、１．３９パーセン

トということで、１．０３パーセント引き下げとさせていただくもので

ございます。こちらにつきましては、先ほどご説明させていただきまし

た資金の借入先を変更することによるものでございます。概況の１５ペ

ージにお移りいただきます。(３)資金計画でございます。左側、損益計

算、一番下の欄でございますが、収支差し引きいたしますと、５７４万４，

０００円の損失金を見込むものでございます。その右の、次年度繰越剰

余金につきましては、１億８，６５７万３，０００円となる見込みでござ

います。 

      １６の財形経理でございます。まず(１)貸付金の種類でございますが、

こちらにつきましては、財形住宅貸付事業に係る資金の貸し付けとなっ

ているものでございます。（２）の貸付金の調達、貸し付けの条件等でご

ざいます。利率につきましては、独立行政法人勤務者退職金共済機構の

勤務者財産形成融資に係る貸付利率等を定める要領附則第５項の率とな

ってございます。そして、一番下、資金の調達先につきましては、全国市

町村職員共済組合連合会からとなるものでございます。続きまして(３)

資金計画でございます。こちらも左側、損益計算一番下の欄をご覧いた

だきます。収支差し引きいたしますと、１，０００円利益金が生じるとい

うものでございます。その右の、次年度繰越剰余金につきましてはご覧

のとおり、９，０００円となる見込みでございます。 

      議案第６号については、以上でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

議 長   ただいま、議案第６号、令和２年度事業計画及び予算についての説明

がなされました。これより、質疑をお受けしたいと存じます。議案に対す

る、質疑はございませんか。 

 

須藤議員  はい。 

 

議  長  はい、須藤議員。 

 

須藤議員  ８番、市原市の須藤です。通告に基づきまして、２月１９日に行われま

した第６区の地区別研修会で出されました意見をもとに発言をしたいと

思います。 

   はじめに、地区別共済制度研修会の持ち方についてであります。地区

別共済制度研修会開催要綱によりますと、研修会は定款第９条第３項に

規定する選挙区ごとに開催することとされています。年度内に２回開催

することを原則としております。共済組合の職員の皆さんが、各地区を

回って、次年度の事業や予算の説明をしているのは、全国でも千葉県だ

けではないかと思いますが、最近、研修会の出席が減少しているよう思

われますが、この時期は各市町村とも、議会等で忙しいと同時に、研修会

で出された意見が、次年度にすぐ反映できるかと言うと中々出来ないの

が現状ではないでしょうか。こうした中で、研修会の開催時期を見直し

できないか、見解をお聞きしたい。 
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   二つ目は、第２期データヘルス計画ですが、計画では平成３０年から

令和５年にかけて、１つは生活習慣病発症、重症化予防。２つは、健康づ

くり支援。３つは、所属所との連携を実施事項に掲げていますけれども、

成果はどのようになっているのか。令和５年度には、特定保健指導につ

いては４５パーセント以上の計画ですけれども、進捗状況はどのように

なっているのか。保健業者による自宅等への個別訪問も選択できるよう

になっていますが、どのくらいの需要があったのでしょうか。また、今後

目標を達成するために、ＩＣＴや新規事業なども検討しているようです

が、具体的な方策をどのように考えているのかお聞きしたい。同時に、特

定保健指導費として、１，３８９万５，０００円増額しておりますが、Ｉ

ＣＴ等に活用するための増額だと思われますが、具体的な中身は何なの

かお聞きしたい。 

   三つ目は、物資経理についてですが、借入先の変更に伴い、利率が１．

４２パーセントから１．３９パーセントに引き下がりますが、退職等年

金預託金管理経理の支払利率の１．０パーセントを考えれば、普通貸付

や住宅貸付同様に１．２６パーセントに変更できるのではないでしょう

か。普通貸付で言えば、平成３０年１月から２．６６パーセントを１．２

６パーセントに変更して組合員には大いに喜ばれました。是非ここは再

考してほしいと思います。また、利率の引き下げに伴い、貸付が増加する

と考えられますが、貸し倒れが生じないような対策は考えておられるか、

見解をお聞きしたい。 

   次に、貯金経理ですが、令和２年の運用利回りが１．６５パーセントの

中で、１．９パーセントの支払利率は、直ぐに引き下げの提案があるので

はないかと、組合員が心配をしている。先の研修会では、２～３年後は欠

損金補てん積立金を活用しながらと、言っているが現在、約１９パーセ

ントの欠損金をどれ位まで使えるのか。地方公務員等共済組合法施行規

程８７条では、組合員貯金額の１００分の５以上の欠損金補てん積立が

必要だとありますが、局長によって、考え方が違うが、多ければいいとい

う人がいれば１０～１５パーセントと言う人がいる。この事を考えれば、

５年位１．９パーセントの利率が続くと思うが事務局の見解をお聞きし

たい。 

   最後に、短期経理ですが、介護納付金で約４億３，９００万円、前期高

齢者納付金も１５億７，５００万円と昨年度より増加しています。また、

２０２５年には、団塊の世代が７５歳以上の後期高齢者に達し、４人に

一人が後期高齢者という時代になることから、共済組合の負担が益々増

加すると思います。こうした中、短期の掛金が急激な引き上げにならな

いか見解をお聞きしたい。以上です。 

 

総務課長  はい。 

 

議  長  はい、工藤課長。 

 

総務課長  それでは、１点目のご質問でございますが、直近３年間の出席率は、一

昨年が４８．５４パーセント、昨年が４６．８１パーセント、今年が４２．

９９パーセントとご指摘のとおり減少傾向となっております。また、開

催方法については、地区別共済制度研修会開催要綱に基づきまして、研
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修会は理事長が主催する。理事長が研修会を開催するに際しては、当該

地区の職員代表議員と協議して得た方法によるものとする、と定められ

ております。各議員の皆さまからの意見もお伺いして、今後の検討課題

とさせていただければと考えております。以上でございます。 

 

福祉課長  はい。 

 

議  長  はい、布施課長。 

 

福祉課長  第２期データヘルス計画関係のご質問についてでございます。生活習

慣病重症化予防につきましては、特定健康診査の結果を基に受診勧奨値

を超えたものに対して、医療機関への受診勧奨を行ったものです。３４

６人の対象者へ送付したうち、アンケートの返送が１８６件、送付者の

５３．７６パーセントでございます。また、電話指導成立者が１３９件、

送付者の４０．１７パーセントであったものです。 

健康づくり支援につきましては、健康管理講座を年６回実施したもの 

です。その内、２回の講座については、生活習慣病予防のため、平成３

０年度から講座内容を見直したものです。各講座とも定員以上の申込が

あり、アンケートについても概ね好評であったものです。 

続いて、所属所との連携につきましては、２０１７年度版、２０１８

年度版の健診結果や医療費の統計データを所属所レポートとして各所属

所へ送付し、情報提供を行ったものです。 

続いて、特定保健指導につきましては、平成３０年度の利用率は、組

合員で１０．１２パーセント、被扶養者で６．０２パーセント、全体の

目標率が３２パーセントに対しまして、９．７８パーセントであり、目

標値を大きく下回る実施率でありました。被扶養者の個別訪問型保健指

導につきましては、令和元年度は８名の利用申込があったものです。今

後、目標であります４５パーセント達成に向けましては、ＩＣＴ、スマ

ートフォンやタブレット端末等の活用によりまして、今までは業務等の

理由により所属所における保健指導の初回面談が実施できなかった方へ

のフォローとして、就業後自宅等で初回面談を行うことにより利用率の

増加を図るほか、令和２年度は第２期データヘルス計画の計画期間、中

間年度にあたり、初年度から実施している事業の評価を行い、目標の達

成に向けて既存の事業を見直し、新規事業の検討等、第２期データヘル

ス計画の見直しを行うものでございます。新規事業の具体的な中身につ

きましては、今後、議員の皆様にご相談しながら決定していくものでご

ざいますが、他県等の状況を見てみますと、保健指導の実施率向上につ

ながっている事業の一つにインセンティブ事業がございます。インセン

ティブ事業は、保健指導等が終了した者に報奨として品物や商品券等を

提供する事業でございます。今後、引き続き、特定保健指導実施率向上

に向け効果的な新規事業を検討していきたいと考えております。 

また、特定保健指導費の増額につきましては、ＩＣＴを活用した特定

保健指導に要する費用として２５０万円程と見込んでおります。また、

新年度予算では毎年引き上げられる目標率に合わせた予算措置をしてい

るため、実績値に近い令和元年度変更予算からは、大きく増加するもの

です。 
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   続きまして、物資経理に関するご質問についてでございます。まず、貸

付経理につきましては、総務省の準則により利率が定められており、千

葉県独自で利率を策定することはできない反面、全国市町村職員共済組

合連合会に保険料として支払いをする額がないため利息収入は、事務手

数料分０．２６パーセントが見込めます。しかしながら、物資経理におき

ましては、各県独自で利率を決定できる反面、保険料分として年０．２２

パーセント分と事務経費０．１７パーセントを勘案しなくてはなりませ

ん。 

そういった前提におきまして、物資の利率を引き下げるにあたり、ま

ず、考えましたのが、収支のバランスが均衡となるような利率に設定す

る必要があるということです。新利率の決定作業につきましては、昨年

の１１月に開催されました職員議員協議会でご協議いただくべく、試算

を行った結果、ご指摘の貸付と同率の１．２６パーセントでは、損失金

が発生するため、収支均衡となる利率を模索した結果、１．３９パーセ

ントであれば若干の利益金が見込める試算結果となったものです。結果

として、新年度予算におきましては、損失金を見込むこととなってしま

いましたが、仮に１．２６パーセントとした場合、損失はさらに大きく

なり、事業の存続にも影響があるものと考えます。県の監査におきまし

ても、過去に年々売上が減少している現状に鑑み、事業の存廃を含め検

討すべきとの厳しい指摘を受けておりますが、当組合としましても物資

事業は組合員の皆様に有用であり、是非とも継続を図りたいと考えてお

ります。また、１．３９パーセントという利率は市中銀行のマイカーロ

ーンの利率と比較しましても十分競争力がある利率でありますので、来

年度以降は一定の利用増が見込めると考えておりますので、さらなる利

率の引き下げにつきましては、今後の物資事業の推移を見ながら、慎重

に判断していきたいと考えております。 

次に、貸し倒れ防止策の件でございますが、所属所において物資購入

票を発行する際に償還能力等の確認を依頼しており、加えて当組合に物

資購入票が送付された際に再度償還能力について確認をしているもので

す。さらに、各組合員に無理のない償還計画のもと、物資供給事業をご

利用いただくよう共済だより等で周知及び啓発を図るものであります。

以上の理由等により利率につきましてはご提案の率とさせていただきた

く、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

総務課長  はい、議長。 

 

議  長  はい、工藤課長。 

 

総務課長  貯金経理に関するご質問でございますが、皆様からお預かりしている

貯金額の他に、貯金額の約１９パーセントに相当する剰余金約５８６億

円も併せて運用しております。この剰余金から生じる利息収入も皆様へ

の支払利息としてお支払いすることにより、支払利率より低い運用利回

りであっても、設定した支払利率でお支払いすることができるものでご

ざいます。ご指摘のとおり、組合員の貯金額の百分の５以上を積み立て

なければならないとされております。現在、約１９パーセントまで積み

立てられております剰余金をある程度に抑え、利率の維持に反映させた
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らどうかというご意見でございます。貯金経理全体で欠損金を出さず、

事業を行っていくことが重要であると考察しているものであり、現状に

おいては、利益金が出ているものですが、２、３年後には、欠損金に転じ

る状況が想定されます。超低金利が続いている中、更なる運用利回りの

低下も想定されるものであり、現状において、見通しを立てることは困

難であると考えています。以上でございます。 

 

保健課長  はい、議長。 

 

議  長  はい、関課長。 

 

保健課長  保健課長の関でございます。よろしくお願いいたします。私からは、短

期経理について回答いたします。短期財源率につきましては、この間、高

齢者医療制度に対する拠出金の影響を大きく受けています。お話しにも

ありましたが、団塊の世代が７５歳に到達し始め、医療や介護に係る財

政が急速に悪化することが見込まれる「２０２２年危機」さらに「２０２

５年問題」が言われていますが、超高齢社会において社会保障制度を支

える現役世代の負担増はどこまで続くのか心配されるところであります。

政府の全世代型社会保障検討会議の動向などに注視していく必要があり

ますが、医療の高度化も合まって、負担増は続くものと考えています。短

期財源率につきましては、積立金の状況を鑑みながら急激な変動が生じ

ないよう適切な設定に努めるものでございます。以上でございます。 

 

須藤議員  はい。 

 

議  長  はい、須藤議員。 

 

須藤議員  もう１点だけ、特定保健指導を終了した者に対し品物や商品券を提供

するインセンティブ事業を行うとのことでしたが、直営３施設の利用拡

大を含めて使用することができる商品券などを提供してはいかがかと思

うのですが、事務局の見解をお伺いしたい。 

 

福祉課長  はい、議長。 

 

議  長  はい、布施課長。 

 

福祉課長  大変ありがたいご意見でございます。是非とも現下の各施設の状況に

鑑みまして、直営３施設で使える商品券等の策定などの考えを取り入れ

させていただいた案について、来年度行われる職員議員協議会をはじめ

理事会等において議員の皆様にお諮りしたいと考えております。 

 

須藤議員  はい、ありがとうございました。 

 

議  長  他に質疑はございませんでしょうか。 

 

〔 「なし」の声あり 〕 
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議  長  それではないようでございますので、質疑を終結いたします。これよ

り採決をいたします。議案第６号、令和２年度事業計画及び予算につい

て、原案のとおり、可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

 

〔 全員挙手 〕 

 

議  長  挙手全員であります。よって議案第６号は原案のとおり可決されまし

た。 

   次に、議案第７号から議案第１０号までは、予算に関連した諸規則等

の一部変更および一部改正等でございますので、一括議題といたしたい

と存じます。これにご異議ございませんか。 

 

〔 「異議なし」の声あり 〕 

 

議  長  はい。ご異議ないものと認め、議案第７号から議案第１０号までを一

括議題といたします。順次、事務局から説明を求めます。関保健課長。 

 

保健課長  はい。 

 

議  長  はい、課長。 

 

保健課長  それでは、議案第７号をご覧下さい。議案第７号、千葉県市町村職員共

済組合定款の一部変更について上程をさせていただきます。１ページの

定款の一部を変更する要綱書をもって説明させていただきます。 

第１、変更の目的でございます。１、令和２年度については介護納付

金の全面総報酬割の導入の影響により、収支均衡を図るよう介護財源率

を引き上げるものでございます。２、育児休業手当金及び介護休業手当

金に係る共同事業における拠出金率が引き下げられたことに伴い、長期

組合員及び市町村長長期組合員に係る短期分財源率を引き下げるもので

ございます。３、短期経理から業務経理への資金の繰り入れについて、

所要の変更を行うものでございます。 

第２、変更する事項でございます。１、介護財源率に関する事項とい

たしまして、介護財源率を千分の１．９６引き上げ、千分の１４．１６

から千分の１６．１２とするものでございます。第４２条第１項、第４

２条の２関係でございます。２、長期組合員及び市町村長長期組合員に

係る短期分財源率に関する事項といたしまして、育児・介護休業手当金

拠出金に係る短期分財源率を千分の１．６２に引き下げ、千分の６．３

２から千分の４．７０とするものでございます。第４２条第１項関係で

ございます。３、資金の繰り入れに関する事項といたしまして、平成３

１年度を令和２年度に、２，２２０円を２，０２５円とするものでござ

います。第４４条関係でございます。 

第３、施行期日でございます。１、この変更は令和２年４月１日から

施行するものでございます。２、変更後の第４２条第１項、第４２条第

２項の規定は令和２年４月分以後の掛金及び負担金、並びに任意継続掛

金について適用し、同年３月分以前の掛金及び負担金、並びに任意継続



- 22 - 

掛金については、なお従前の例によるとするものでございます。 

以上でございます。引き続き、福祉課長の布施よりご説明申し上げま

す。 

 

福祉課長  はい。 

 

議  長  はい、課長。 

 

福祉課長  それでは、議案第８号をご覧いただきたいと思います。千葉県市町村

職員共済組合貸付規則の一部改正について上程させていただきます。そ

れでは、１枚おめくりいただきまして、要綱書をご覧いただきたいと思

います。 

第１、改正の目的でございます。貸付規則（準則）の一部改正及び任

期の定めのある職員（再任用職員及び令和２年度に制度施行の会計年度

任用職員等）である組合員に係る償還期間等に関する整備を行うことを

目的とするのでございます。 

第２、改正する事項でございます。１、貸付準則の改正に伴う所属所

関係の改正をするものでございます。以下、かっこ内は関係条文等でご

ざいます。２、任期の定めのある職員(再任用職員及び令和２年度に制度

施行の会計年度任用職員等)である組合員に係る償還期間等に関する改

正をするものでございます。以下、かっこ内は関係条文等でございます。

３、１及び２の改正に伴い関連する様式を改正するものでございます。

以下、かっこ内は関係条文等でございます。 

第３、施行期日でございます。この規則は令和２年４月１日から施行

するものでございます。 

      続きまして、議案の第９号をご覧いただきたいと思います。千葉県市

町村職員共済組合物資供給規則の一部改正について上程させていただき

ます。それでは、１枚おめくりいただきまして、要綱書をご覧いただきた

いと思います。 

第１、改正の目的でございます。１、物資供給事業の利用促進を図る

ことを目的として手数料を改めるため、資金の借入先を貯金経理から退

職等年金預託金管理経理に変更することを目的とするものでございます。

２、令和２年４月１日から地方公務員法の一部を改正する法律の改正に

より新たに会計年度職員の資格取得が可能となることから、任期の定め

のある職員である組合員の償還期間等に関することを整備することを目

的とするものでございます。 

第２、改正する事項でございます。１、手数料率に関する事項でござ

います。（１）といたしまして、事業資金は、貯金経理の外、退職等年金

預託金管理経理から借り入れることができることとするものでございま

す。第３条関係でございます。（２）といたしまして、購入者の手数料率

を年利４．３６パーセントから年利１．３３パーセントに改めるもので

ございます。第７条第１項関係でございます。（３）といたしまして、手

数料の特例を削除するものでございます。附則第２項及び附則第３項関

係でございます。２、任期の定めのある職員である組合員に関する事項

でございます。任期の定めのある職員である組合員に係る償還期間等に

関することを改めるものでございます。以下、かっこ内は関係条文等で
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ございます。 

第３、施行期日でございます。この規則は令和２年４月１日から施行

するものでございます。 

      続きまして、議案第１０号をご覧下さい。千葉県市町村職員共済会館

設置規則の一部改正について上程させていただきます。それでは、１枚

おめくりいただきまして、要綱書をご覧下さい。 

第１、改正の目的でございます。将来にわたり安定した運営を行うため、

オークラクラブ会員、組合員及びその家族を除くものですが、利用料を

引き上げて収益の改善を図ることを目的とするものでございます。 

第２、改正する事項でございます。保健施設の料金について、オーク

ラクラブ会員、組合員及びその家族を除くものですが、利用料を引き上

げることに伴い、別表の整備を行うものでございます。別表関係でござ

います。 

第３、施行期日、この規則は令和２年４月１日から施行するものでご

ざいます。以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長  ただ今、議案第７号から議案第１０号までの説明がなされました。こ

れより質疑を受けたいと存じます。議案に対する質疑はございませんか。 

 

〔 「なし」の声あり 〕 

 

議  長  質疑ないようでありますので、以上で質疑を終結いたします。 

これより、採決をいたします。議案第７号、千葉県市町村職員共済組合

定款の一部変更について、議案第８号、千葉県市町村職員共済組合貸付

規則の一部改正について、議案第９号、千葉県市町村職員共済組合物資

供給規則の一部改正について、議案第１０号、千葉県市町村職員共済会

館設置規則の一部改正について、原案のとおり、可決することに賛成の

諸君の挙手を求めます。 

 

〔 全員挙手 〕 

 

議  長  挙手、全員であります。よって、議案第７号から議案第１０号までは、

原案のとおり可決されました。 

 

議  長  以上、附議いたしました議案につきましては、慎重に、ご審議をいただ

きまして、可決をいただきました。厚くお礼申し上げます。 

以上をもちまして、第１９２回組合会を閉会とさせていただきます。 

ご協力、誠にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

閉 会 （時刻 １４時２７分） 
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令和２年３月１６日調製 

 

 

 

 

 

 

               議  長     岩 田  利 雄 

 

 

 

               署名議員     太 田    洋 

 

 

 

               署名議員     須 藤  和 人 

 


